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全国中小企業団体中央会 御中 

 

厚生労働省職業安定局長 

        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

 

 日頃から職業安定行政の運営につきましては、格別の御理解、御協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

本日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 89

号。以下「改正省令」という。）が公布され、令和６年４月１日より施行される

こととなっております。改正の内容は下記のとおりであり、関係事業者等への周

知を図るため、別添のとおり、周知資料を作成いたしましたので、貴会におかれ

ましても、これを活用いただき、会員企業に対して周知及び啓発を図っていただ

く等、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

第１ 労働者の募集等において、明示すべき労働条件の追加 

「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（報告）」（令和４

年 12月 27日 労働政策審議会労働条件分科会）において、労働契約の締結に

際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働

契約の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結

果がとりまとめられ、当該内容を含む労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省

令第 23号）の改正が行われるなど、労使の予見可能性の向上や紛争の未然防

止等のための制度の見直しが進められている。 

これを踏まえ、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等に

おいて、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施

行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（当該更新

回数の上限等を含む。）並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を



追加する。 

  

第２ 有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載し

た書面等の取扱い 

行政手続一般について、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年

６月７日閣議決定）に基づき、デジタル庁で国・地方の構造改革を担う「デジ

タル臨時行政調査会」の下、行政手続におけるアナログ規制について具体的な

点検・見直し作業が開始されている。 

これを踏まえ、有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項

を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があ

るところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法に

よって情報の提供を行うことを可能とする。 

 

第３ 施行期日 

  改正省令は、令和６年４月１日から施行する。 


